
保育施設等に通っていない

0歳6ヶ月～満3歳未満が
対象

月10時間までの範囲で 
時間単位で利用が可能 

１時間300円（標準的
な利用料） で利用可能  

認定申請は、紙の申請書で提出または「いばらき電子申請・届出
サービス」から申請してください。手続きの詳細は、市ホームページを
ご確認ください。
市が認定を行った後に、通園制度の利用（「つうえんポータル」の利
用）ができるようになります。 つうえんポータル

利用の認定を受けると、「アカウント発行のお知らせ」という件名
のメールが届きます。メール内に記載されているURLをクリックし、
パスワードのリセット申請をしてください。

その後、もう1通「パスワードリセットのご案内」という件名のメール
が届きます。
メール内に記載しているURLをクリックし、パスワードをリセットして
ください。 

パスワードのリセットが完了すると、その画面からそのままログインする
ことができます。

右の2次元コードからも
ログイン画面にアクセスできます。

ログイン後、希望する施設を検索し、 初回面談の予約を
してください。

申請受付開始 2026年3月20日 

かすみがうら市HP



茨城県かすみがうら市 子育て支援課 

029-883-0046（直通ダイヤル）

パスワードリセットのメールが届きません。 

迷惑メールフォルダを確認してください。また、パスワードリセット申請時に入力したメールアドレスが、登録時と
異なる可能性があります。登録した可能性のある別のメールアドレスをお試しください。

パスワードを忘れてしまったのですが。

ログイン画面にある 「パスワードをお忘れの方はこちら」 をクリックし、手順に沿ってパスワードのリセットを行って
ください。

生後6か月未満でも予約はできるのか?

認定申請と初回面談の予約は可能ですが、施設の利用予約はできません。
なお、認定申請ができるのは、生後4か月以降です。

受付時間 8:30～17:15（土日祝・年末年始を除く）

「こども誰でも通園制度」の詳細を知りたい。

市HPまたは「かすみがうら市こども誰でも通園制度利用のご案内」の冊子をご確認ください。
そのほか、不明な点については下記問い合わせ先にご連絡ください。

かすみがうら市HP


